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1.基本的事項

(1)計画の趣旨

河内長野市国民健康保険においては、｢保健事業実施計画(データヘルス計画)｣(第1期

～第2期)及び｢特定健康診査等実施計画｣(第1期～第3期)を策定し、計画に定める保健事

業を推進してきました。｢データヘルス計画｣はデータ分析に基づく保健事業の実施内容

やその目的･目標を、｢特定健康診査実施計画｣は保健事業の中核をなす特定健康診査･特

定保健指導の実施方法や目標等をそれぞれ定めたもので、いずれも、被保険者の生活の

質(QOL)の維持･向上、健康寿命の延伸、その結果としての医療費適正化に資することを

目的としています。このたび令和5年度に両計画が最終年度を迎えることから、過去の取

り組みの成果･課題を踏まえ、より効果的･効率的に保健事業を実施するために、｢第3期

保健事業実施計画(データヘルス計画)｣及び｢第4期特定健康診査等実施計画｣を一体的に

策定します。
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(2)計画期間

計画期間は、高齢者医療の確保に関する法律第19条、国民健康保険法に基づく保健事

業の実施等に関する指針第5の規定に基づき令和6年4月1日から令和12年3月31日までの6

年間とします。

(3)計画の位置づけ

第3期データヘルス計画では、健康増進法に基づく｢基本的な方針｣や、国が提唱する

｢健康日本21(第三次。令和6年度～17年度)｣を踏まえ、河内長野市第5次総合計画(平成

28年度～令和7年度)、河内長野市第4次保健計画(令和元年度～令和8年度)、第4期大阪

府医療費適正化計画(令和6年度～令和11年度)等の市民の健康増進等に資することを目

的として策定された医療･介護･健康等に関する各種計画と調和のとれたものとします。

令和11年度令和10年度令和9年度令和8年度令和7年度令和6年度平成30年度～令和5年度

計画期間

第2期 河内長野市国民健康保険
保健事業実施計画(データヘルス計画)

第3期 国民健康保険
特定健康診査等実施計画

中間評価

河内長野市国民健康保険
第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び

第4期特定健康診査等実施計画
(令和6年度～令和11年度)



第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)



2.前期計画の評価

(1)保健事業実施状況

以下は、第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第3期特定健康診査等実施計

画に基づき実施した各事業についての状況を示したものです。
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現在までの実施体制(ストラクチャー)

所属：保険医療課 担当者数：専門職 1人、事務職 0.5人

令和4年度 16,123人

集団健診(事業者委託)、個別健診(大阪府医師会集合契約)

担当者

対象者数

実施方法

現在までの実施方法(プロセス)

受診券と利用案内を郵送、広報誌やホームページ、LINEへの掲載、商工会へちらしの配架や郵
便局へポスターの掲示、図書館へちらしの配架、QRコードによる申込

無

市内健診実施機関からは本人へ直接返却(市外健診実施機関は保険者から郵送)
集団健診は保険者から郵送

方法：未受診勧奨通知を個別に郵送後、電話勧奨
時期：1回目は10月～11月頃、2回目は1月～2月

令和4年度 実人数12,071人(延べ人数14,898人)

｢定期的に通院や検査をしている、入院中｣が51.9%、｢忙しい、時間がない｣が16.3%となってい
ます。

周知活動･
受診勧奨

費用負担

結果返却方法

未受診者への受診
勧奨

受診勧奨実施数

未受診理由

令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度
前期計画
令和5年度
目標値

10項目10項目10項目10項目5項目7項目
アウトプット指標
(実施量･率)
①追加健診項目

3回※中止※中止4回3回6回
アウトプット指標
(実施量･率)
②集団健診実施回数

42.3%37.0%37.7%39.6%39.5%60%
アウトカム指標(成果)
特定健診受診率

・新型コロナウイルス感染症拡大による受診控えや集団健診の実施見合わせなどがあり低下し
た受診率は上昇してきていますが、目標値には達していません。

・受診率が低い年代40～50歳代の受診率の向上や未受診者勧奨事業結果に基づいた、より効果
的な受診勧奨方法の検討が課題です。

・定期的に通院中の方への受診勧奨について医療機関に働きかける方法の検討が必要です。

前期計画での課題

・引き続き特定健診受診率の向上に努めます。
・がん検診と同日実施の集団健診も担当課である健康推進課と調整し引き続き実施します。
・特定健診のみの集団健診の実施を検討します。
・定期的に通院中の方への受診勧奨方法について医師会と調整していきます。

今期計画での対応

特定健診事業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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特定保健指導事業

現在までの実施体制(ストラクチャー)

所属：保険医療課 担当者数：専門職 1人

令和4年度 708人(動機づけ支援 559人、積極的支援 149人)

委託(河内長野医師会、民間事業者) 委託範囲：初回面接･継続支援･最終評価

担当者

対象者数

実施方法

現在までの実施方法(プロセス)

保健指導実施方法

周知活動

利用勧奨

未利用者への利用勧
奨

未利用理由

令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度
前期計画
令和5年度
目標値

10.6%9.8%15.5%14.3%15.7%65%
アウトプット指標
(実施量･率)
特定保健指導利用率

19.3%22.5%19.8%20.2%16.9%40%
アウトカム指標(成果)
①特定保健指導改善率

9.6%10.1%13.4%13.6%10.2%60%
アウトカム指標(成果)
②特定保健指導実施率

・特定保健指導実施率が年々低下しています。
・新型コロナウイルス感染症の拡大により身近な医療機関で特定保健指導を受けることが

難しい状況でした。ICTの活用に取り組み始めましたが、利用者は少ない状況です。
・未利用理由に応じた取組の工夫が課題です。
・時間や日程が合わない40～50歳へは、オンラインで特定保健指導ができることの周知が

不足しています。

前期計画での課題

・より魅力的な特定保健指導となるよう、更なるICTの活用を検討し、特定保健指導実施率
の向上を目指します。

・特定保健指導の必要性を理解してもらえるよう医療機関へ働きかけます。
・時間や日程が合わない40～50歳へ周知方法の検討をします。

今期計画での対応

初回面接：個別面接
継続支援･評価：手紙･電話･Eメール･その他(ICT)

広報誌やホームページ、商工会へちらしの配架や郵便局へポスターの掲示、図書館へちらし
の配架、LINEへの掲載

集団健診受診時に肥満高血圧未治療者に特定保健指導利用勧奨、特定保健指導初回面接を分
割実施
対象者に特定保健指導利用案内を郵送

方法：電話による利用勧奨｢私のからだ測定会｣の案内通知の送付
・電話勧奨令和4年度実績
電話による利用勧奨対象者632人/電話がつながった者301人/利用につながった者49人

｢自分なりに取り組みを行っている(する予定)｣が25.4%で最も多くなっています。次いで、
｢元気だから･問題を特に感じないから｣と｢医師から直接指導を受けている｣が14.9%です。
40～50歳は、｢日程･時間が合わない｣が他の年齢に比べ多くなっています。
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現在までの実施体制(ストラクチャー)

所属：保険医療課 担当者数：専門職 1人

事業者委託

担当者

実施方法

現在までの実施方法(プロセス)

・特定健診の結果、血圧や血糖値、HbA1cの値が保健指導値以上の者(特定保健指導対象者を除く)を対象に高血圧
予防教室･糖尿病予防教室を開催しました。

・非肥満血圧高値者、非肥満血糖高値者やHbA1c高値者(未治療者)に受診勧奨の通知を郵送後、電話による勧奨を
実施しました。

・糖尿病性腎症2期から3期の対象者に保健指導を実施しました。また、未治療者や治療中断者に受診案内を郵送
し、電話による勧奨をしました。

・特定健診受診の喫煙者には、禁煙を促すリーフレットを渡し、禁煙外来の周知に努めました。特定保健指導対
象者には、たばこ相談も案内しています。

令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度
前期計画
令和5年度
目標値

11機関11機関11機関11機関11機関20機関

アウトプット指標
(実施量･率)
①人間ドック実施

医療機関数

40人(いずれもオ
ンラインを含

む)

50人(いずれも
オンラインを

含む)

高血圧25人
糖尿病50人

ステップアップ
25人

高血圧25人
糖尿病50人

ステップアップ
25人

50人60人

アウトプット指標
(実施量･率)
②高血圧･糖尿病

予防教室の各定員

28.8%28.4%28.7%23.0%23.0%18%

アウトカム指標(成果)
①生活習慣病における

糖尿病のレセプト件
数の割合

0.850%0.887%0.828%0.60%0.70%4%

アウトカム指標(成果)
②生活習慣病における

動脈硬化症のレセプ
ト件数の割合

-29.5%-35.9%32.6%35%
アウトカム指標(成果)
③50代男性の喫煙率

・総医療費に占める生活習慣病の中で、がんに次いで多い糖尿病や高血圧症、脂質異常症を
早期に予防することが課題です。

・特定健康診査の結果、受診勧奨値以上で未受診者も一定数存在していますので、受診に結
びつけることが課題です。

前期計画での課題

・高血圧予防教室･糖尿病予防教室の内容の充実を図り、早期介入に努めます。
・医療機関への受診が必要な状態で受診をしていない者や、治療中断者への受診勧奨を強化
します。

・医師会と連携しながら糖尿病性腎症重症化予防事業の更なる充実を図ります。

今期計画での対応

重症化予防事業
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医療費抑制事業

現在までの実施体制(ストラクチャー)

所属：保険医療課 担当者数：専門職 1人

委託(ジェネリック医薬品は事業者委託、第三者行為は大阪府国民健康保険団体連合会委託)

担当者

実施方法

現在までの実施方法(プロセス)

・ジェネリック医薬品差額通知を年に3回郵送しました。
・ジェネリック医薬品について、広報誌やホームページで啓発しました。
・医療費通知を2か月に1回郵送しました。
・適切な服薬を啓発する講演会や集団健診時のお薬相談会などのポピュレーションアプローチではなく、重複多

剤服薬者への保健指導事業を行い、かかりつけ医や薬剤師に相談してもらうよう促すなど、より効果的な事業
実施に変更しました。

令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度
前期計画
令和5年度
目標値

36件20件28件28件32件80件
アウトプット指標
(実施量･率)
第三者求償把握件数

79.3%
(調剤のみ)

78.1%
(調剤のみ)

78.0%
(調剤のみ)

77.8%
(調剤のみ)

73.4%
(調剤のみ)

80%
アウトカム指標(成果)
①ジェネリック利用率

102.62%107.96%96.77%102.1%100.2%100%
アウトカム指標(成果)
②一人当たり医療費

対前年比伸び率

・医療費通知やジェネリック差額通知は、一定の効果がみられますが、目標値は未達成の状

況です。

・目標達成のためには調剤のみだけではなく、院内処方も含めた利用率の向上が課題です。

前期計画での課題

・よりわかりやすい表現やレイアウトを工夫した差額通知を作成し、通知を継続します。
・よりわかりやすい表現を用い、広報誌やホームページでの啓発を継続します。
・調剤(院外処方)だけでなく医科外来(院内処方)対象者にも通知をします。

今期計画での対応
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3.河内長野市国民健康保険の現状

47,379 47,409 47,453 47,690 47,503

106,713 105,377 104,031 102,920 101,276

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

世帯数 人口

性･年齢階級別の人口分布および国保被保険者分布(令和4年度)

出典: 人口…令和5年1月1日住民基本台帳人口･世帯数、人口動態(市区町村別)(総計)
被保険者数…KDBシステム 人口及び被保険者の構成(3月31日時点)

人口･世帯数の推移(平成30年度～令和4年度)

出典: 河内長野市人口統計表(各年度3月末時点)

(1)人口･被保険者の状況

以下は、本市の人口及び被保険者の状況について示したものです。

人口分布は令和4年度(令和5年1月1日時点)で100,484人(男性は47,361人、女性は

53,123人)です。国保被保険者は21,746人(男性は9,935人、女性は11,811人)で加入率は

21.6%となっており、70～74歳の割合が最も高く、高齢者が多くを占めております。

01,0002,0003,0004,0005,0006,000
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15～19歳

20～24歳

25～29歳
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35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

男性 女性

■被保険者（男）

■人口（男）

■被保険者（女）

■人口（女）
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87.6

87.4

88.0

81.5

80.8

82.1

84.3

83.8

84.4

80.0

79.1

80.5

74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0

全国

大阪府

河内長野市

全国

大阪府

河内長野市

健康寿命

平均寿命

男女別の平均寿命及び健康寿命の比較(令和3年度)

出典: 健康寿命算出方法の指針(大阪府保健医療室健康づくり課提供)

男
性

女
性

(1)平均寿命(平均余命)と健康寿命(平均自立期間)

以下は、令和3年度における平均寿命と健康寿命の状況を示したものです。

平均寿命は、ある年齢の人々がその後何年生きられるかという期待値を指し、ここで

は0歳時点の平均寿命を示しています。また、健康寿命は、要介護2以上になるまでの期

間を｢日常生活動作が自立している期間｣としてその平均を算出したもので、平均寿命と

健康寿命の差は、日常生活に制限がある期間を意味しています。

本市の男性の平均寿命は82.1年、健康寿命は80.5年です。日常生活に制限がある期間

の平均は1.6年で、全国の1.5年よりも長い傾向にあります。本市の女性の平均寿命は

88.0年、健康寿命は84.4年です。日常生活に制限がある期間の平均は3.6年で、全国の

3.3年よりも長い傾向にあります。

平均寿命と健康寿命の差は短い方が、日常生活が制限されることなく生活できる期間

が長いため｢良い｣という指標になりますが、本市は、男女ともに、全国よりもその差が

長くなっています。
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158,304 

148,381 

①:142,884 

239,073 

210,850 

②:200,220 

33,692 

32,068 

③:26,438 

3,769 

5,868 

④:2,579 

8,216 

9,995 

⑤:5,132 
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河内長野市

大阪府

全国

①：入院(食事含む) ②：入院外＋調剤 ③：歯科 ④：柔整 ⑤：その他

152,611
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183,837
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337,870
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566,330
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0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

河内長野市 大阪府 全国

被保険者一人当たり年間医療費の比較(令和3年度)

出典:大阪府国民健康保険事業状況･国民健康保険事業年報

出典:KDBシステム疾病別医療費分析から算出

年齢階級別の被保険者一人当たり総医療費(医科)の比較(令和4年度)

単位：円

医療費(円)

河内長野市 大阪府 全国

0～9歳 152,611 168,450 154,273

10～19歳 106,191 101,949 90,386

20～29歳 104,911 91,176 91,425

30～39歳 183,837 153,229 153,833

40～49歳 225,694 229,616 221,733

50～59歳 337,870 334,735 325,240

60～64歳 435,470 442,260 421,427

65～69歳 448,718 493,398 438,989

70～74歳 566,330 605,039 535,357

医療費(円)

(3)医療費分析

①費用区分別医療費(入院、入院外＋調剤、歯科、柔整、その他)

以下は、被保険者一人当たり年間医療費について全国及び大阪府と比較したもの

です。本市の被保険者一人当たり年間医療費は443,054円で、国377,253円、大阪府

407,162円よりも高くなっており、費用区分別では、｢入院(食事含む)｣、｢入院外＋

調剤｣、｢歯科｣での3分類で全国及び大阪府よりも高くなっています。

本市の年齢階級別の被保険者一人当たり総医療費(医科)を全国及び大阪府と比較

すると、おおよそ同等もしくは60～74歳で大阪府より低くなっています。
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②医療費順位の主要疾患別医療費

以下は、総医療費に占める生活習慣病の割合を示したものです。

総医療費の32.4%は生活習慣病が占めており、そのなかでも最も多いのは｢がん｣で、

次いで｢糖尿病｣、｢高血圧症｣となっています。

総医療費に占める生活習慣病の割合(令和4年度）

出典:KDBシステム 疾病別医療費分析

生活習病内訳

疾病別医療費(令和4年度) 単位：円

順位 中分類別疾患（傷病名）
全医療費に占める

割合
総医療費 入院外医療費 入院医療費

1 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 7.1% 611,838,000 337,997,840 273,840,160

2 腎不全 6.3% 542,143,910 429,895,750 112,248,160

3 糖尿病 5.3% 452,519,800 408,039,780 44,480,020

4 その他の心疾患 4.2% 363,263,320 166,245,090 197,018,230

5 その他の眼及び付属器の疾患 4.0% 345,300,680 312,641,550 32,659,130

6 その他の消化器系の疾患 3.5% 301,404,060 175,570,270 125,833,790

7 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 3.2% 275,950,890 80,807,700 195,143,190

8 その他の神経系の疾患 3.0% 258,958,590 137,810,830 121,147,760

9 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 3.0% 253,339,610 177,691,870 75,647,740

10 高血圧性疾患 2.8% 241,177,160 233,956,110 7,221,050

233,956,110

177,691,870

137,810,830

80,807,700

175,570,270

312,641,550

166,245,090

408,039,780

429,895,750

337,997,840

7,221,050

75,647,740

121,147,760

195,143,190

125,833,790

32,659,130

197,018,230

44,480,020

112,248,160

273,840,160

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000

高血圧性疾患

気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞

その他の神経系の疾患

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

その他の消化器系の疾患

その他の眼及び付属器の疾患

その他の心疾患

糖尿病

腎不全

その他の悪性新生物＜腫瘍＞

医療費(円) 入院外医療費 入院医療費
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0～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

河内長野市 0.192 2.468 3.605 6.937 4.107 4.762

大阪府 0.206 1.941 4.102 5.029 4.851 4.644

全国 0.280 2.034 4.567 5.631 3.445 3.298

0.192

2.468

3.605

6.937

4.107

4.762

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

河内長野市 0.059 0.418 0.782 1.608 0.965 1.660

大阪府 0.043 0.332 0.730 1.126 1.241 1.722

全国 0.041 0.336 0.746 1.092 1.137 1.587

0.059

0.418

0.782

1.608

0.965

1.660

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

河内長野市 0.000 0.126 0.272 0.184 0.390 0.542

大阪府 0.007 0.108 0.290 0.473 0.660 0.843

全国 0.008 0.108 0.288 0.453 0.574 0.792

0.000

0.126

0.272

0.184

0.390

0.542

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数(虚血性心疾患･入院)(令和4年度)

出典:KDBシステム 疾病別医療費分析(中分類)

年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数(脳血管疾患･入院)(令和4年度)

出典:KDBシステム 疾病別医療費分析(中分類)

年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数(人工透析･入院＋外来)(令和4年度)

出典:KDBシステム 疾病別医療費分析(細小82分類)

③年齢階級別の主要疾患患者数

ア.虚血性心疾患･脳血管疾患･人工透析

以下は、虚血性心疾患･脳血管疾患･人工透析に係るレセプト発生状況を年齢階

級別に示したものです。

40歳以上のレセプトの発生状況については、虚血性心疾患(入院)は40～49歳が

全国及び大阪府よりも多く、脳血管疾患(入院)及び人工透析は60～64歳が全国及

び大阪府よりも顕著に多くなっています。



12

0～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

河内長野市 1.130 12.425 32.959 68.036 88.775 90.977

大阪府 1.833 14.688 34.183 63.885 87.051 96.368

全国 1.775 13.378 32.459 62.479 81.161 87.418

1.130
12.425

32.959

68.036

88.775 90.977

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

河内長野市 4.143 15.437 38.129 56.092 81.424 91.231

大阪府 2.452 17.992 39.452 60.797 81.536 100.145

全国 2.985 19.581 41.770 64.476 83.569 99.124

4.143
15.437

38.129

56.092

81.424

91.231

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

河内長野市 2.180 20.457 43.912 80.118 110.789 125.819

大阪府 1.534 20.563 50.870 86.482 118.192 142.146

全国 1.684 20.802 52.458 90.127 119.284 138.554

2.180

20.457

43.912

80.118

110.789

125.819

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

イ.高血圧性疾患･糖尿病･脂質異常症

以下は、高血圧性疾患･糖尿病･脂質異常症に係るレセプト発生状況を年齢階級

別に示したものです。

レセプトの発生状況について、高血圧性疾患(外来)、糖尿病(外来)は0～39歳を

除きすべての年齢階級で全国及び大阪府より少なくなっています。脂質異常症(外

来)は50歳以上のすべての年齢階級において全国を上回っており、60～69歳におい

ては大阪府以上の多数のレセプトが発生しています。

年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数(高血圧性疾患･外来)(令和4年度)

出典:KDBシステム 疾病別医療費分析(生活習慣病)

年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数(糖尿病･外来)(令和4年度)

出典:KDBシステム 疾病別医療費分析(生活習慣病)

年齢階級別被保険者千人当たりレセプト件数(脂質異常症･外来)(令和4年度)

出典:KDBシステム 疾病別医療費分析(生活習慣病)
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4.健康課題

本市国民健康保険における現状分析の結果から、今後、特に取り組むべき課題を以下

のとおり整理します。

生活習慣病の早期発見の機会となる特定健康診査受診率、特定保健指導実施率の
向上が必要

1

脳血管疾患や人工透析のレセプト件数が多いことから、生活習慣病の重症化の主な原
因となる高血圧症、糖尿病、脂質異常症の予防が必要

2

要介護認定者数が増加傾向にあるため、フレイル予防の知識の普及や啓発が必要3

医療費の適正化を図るため、適正受診・適正服薬の推進が必要4
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5.保健事業の目的、実施内容、目標値

特定健康診査受診率向上特定健康診査事業

特定健康診査の実施率を向上させ、生活習慣病の早期発見や予防及び改善につな
げる。

目的

計
画
の
概
要

40～74歳の被保険者対象者

①周知啓発
・対象者全員に特定健康診査受診券と利用案内などを送付
・広報誌やホームページ、庁舎内の電光掲示板、LINEを活用した広報活動
②受診促進
・がん検診とセットで受けられる集団健診の実施
・自治会館や市役所等セット健診実施場所以外で特定健診のみの集団健診の実施
・休日の実施
・インセンティブ(おおさか健活マイレージ｢アスマイル｣の活用)
③受診勧奨
・年に2回未受診勧奨通知の送付と専門職による電話勧奨の継続、SMSの活用

方法

①特定健診受診率
②受診勧奨者のうち、受診者数(割合)

アウトプット

評
価
指
標

メタボリックシンドローム該当者の割合アウトカム

①42.3%

②14.8%(令和3年度)

①特定健診受診率
②受診勧奨者のうち、受診者数(割合)

令和4年度
（計画策定時）

20.4%メタボリックシンドローム該当者の割合

・40～50歳代の受診率向上(特に女性)につながる勧奨方法を検討します。
・定期的に医療機関を受診している方の受診率向上につながる勧奨方法を検討します。

方
向
性

①47%
②20%

①特定健診受診率
②受診勧奨者のうち、受診者数(割合)令和8年度

(中間評価年度)

目
標
値

前年度より減少メタボリックシンドローム該当者の割合

①50%
②20%

①特定健診受診率
②受診勧奨者のうち、受診者数(割合)令和11年度

(最終評価年度)

前年度より減少メタボリックシンドローム該当者の割合
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特定保健指導実施率向上特定保健指導事業

特定保健指導により生活習慣改善を促し、メタボリックシンドローム該当者及び
予備軍を減少させることで生活習慣病を予防する。

目的

計
画
の
概
要

特定健康診査の結果、特定保健指導に該当した者対象者

①周知啓発
・特定健診受診券送付時に利用勧奨案内を同封する
・広報誌やホームページ、庁舎内の電光掲示板、LINEを活用した広報活動
②利用促進
・医師会の協力のもと、健診を受けた医療機関で結果説明時に特定保健指導
を受けられる体制の継続
・集団健診当日における初回面接の同時実施
・休日や夜間の実施の継続
・オンラインでの申込みや特定保健指導のできる体制を継続
・対象者にとって魅力ある内容となるようブラッシュアップする（ICTの活用など）
・インセンティブ活用の検討
③利用勧奨
・対象者へ利用案内を送付後、電話による利用勧奨の継続
・より効果的な利用勧奨方法の検討
・イベント（私のからだ測定会など）を実施し特定保健指導につなげる

方法

特定保健指導実施率アウトプット

評
価
指
標

特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率アウトカム

9.6%特定保健指導実施率
令和4年度
（計画策定時）

19.3%
特定保健指導による特定保健指導
対象者の減少率

・LINEや案内通知においてオンラインで保健指導が実施できることの周知、特定保健指導の予
防効果の啓発を行います。

・特定保健指導の必要性を理解してもらえるよう医療機関へ働きかけます。

方
向
性

17%特定保健指導実施率

令和8年度
（中間評価年度）

目
標
値

22%
特定保健指導による特定保健指導
対象者の減少率

20%特定保健指導実施率

令和11年度
（最終評価年度）

25%
特定保健指導による特定保健指導
対象者の減少率
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高血圧予防事業
糖尿病予防事業

生活習慣病予防事業

早期受診が必要と思われる未治療者に対して受診勧奨を行い適切な治療に
結びつけるとともに、保健指導値以上の者に保健指導を行うことにより生活習
慣の改善を促し生活習慣病の重症化を予防する。

目的
計
画
の
概
要

・特定健診の結果、医療機関受診が必要な者
・特定健康診査の結果、生活習慣の改善が必要な者

対象者

・受診勧奨通知の送付、専門職による受診勧奨と保健指導
・高血圧予防･糖尿病予防教室の開催

方法

①受診勧奨実施後の受診率
②高血圧予防・糖尿病予防教室参加者数

アウトプット

評
価
指
標

①脳血管疾患・虚血性心疾患の患者数
②特定健診受診者の収縮期血圧140mmHg以上
または拡張期血圧90mmHg以上の者

アウトカム

①46.2%
②71人

①受診勧奨実施後の受診率
②高血圧予防・糖尿病予防教室参加者数

令和4年度
（計画策定時） ①脳血管疾患：1,028人

虚血性心疾患：721人
②489人

①脳血管疾患・虚血性心疾患の患者数
②特定健診受診者の収縮期血圧140mmHg以上
または拡張期血圧90mmHg以上の者

・脂質異常症改善の健康教育を教室内で行います。
・肥満の有無にかかわらず受診判定値以上の者への医療機関への受診勧奨を実施します。

方
向
性

①50%
②75人

①受診勧奨実施後の受診率
②高血圧予防・糖尿病予防教室参加者数

令和8年度
（中間評価年度）

目
標
値

①②前年度より減少
①脳血管疾患・虚血性心疾患の患者数
②特定健診受診者の収縮期血圧140mmHg以上
または拡張期血圧90mmHg以上の者

①53%
②80人

①受診勧奨実施後の受診率
②高血圧予防・糖尿病予防教室参加者数

令和11年度
（最終評価年度）

①②前年度より減少
①脳血管疾患・虚血性心疾患の患者数
②特定健診受診者の収縮期血圧140mmHg以上
または拡張期血圧90mmHg以上の者



17

糖尿病性腎症重症化予防事業重症化予防

早期受診が必要と思われる未治療者や治療中断者に対して受診勧奨を行い適切
な治療に結びつけるとともに、保健指導により生活習慣の改善を促し生活習慣病
の重症化を予防する。

目的
計
画
の
概
要

・特定健診の結果やレセプトデータから医療機関受診が必要な者
・特定健康診査の結果やレセプトデータから生活習慣の改善が必要な者

対象者

受診勧奨通知の送付、専門職による受診勧奨と保健指導方法

①受診勧奨後の受診率
②保健指導実施者数

アウトプット

評
価
指
標

①糖尿病性腎症の新規人工透析導入者
②特定健診受診者のHbA1c6.5以上の者

アウトカム

①35%
②5人

①受診勧奨後の受診率
②保健指導実施者数

令和4年度
（計画策定時）

①5人
②710人

①糖尿病性腎症の新規人工透析導入者
②特定健診受診者のHbA1c6.5以上の者

・腎症1期から2期の軽度の方への指導を検討します。
・医療機関受診や保健指導への参加につながる勧奨方法を検討します。

方
向
性

①40%
②10人

①受診勧奨後の受診率
②保健指導実施者数

令和8年度
（中間評価年度）

目
標
値

①②前年度より減少
①糖尿病性腎症の新規人工透析導入者
②特定健診受診者のHbA1c6.5以上の者

①50%
②15人

①受診勧奨後の受診率
②保健指導実施者数

令和11年度
（最終評価年度）

①②前年度より減少
①糖尿病性腎症の新規人工透析導入者
②特定健診受診者のHbA1c6.5以上の者
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フレイル予防事業フレイル予防

身体活動の低下や社会とのつながりの減少により起こる心と身体の機能低下の予
防について知識の普及啓発を行い、将来的な医療費適正化及び介護予防を図り
ます。

目的

計
画
の
概
要

40～74歳の被保険者対象者

フレイル予防教室を開催します。
①募集方法
・広報誌へ掲載します。
・特定健康診査結果から体重やBMI、質問票などから対象者を抽出し案内を送
付します。
②体力測定や体組成計測をします。その後、栄養や運動、口腔ケアについての
講義を行います。

方法

フレイル予防教室参加者数アウトプット

評
価
指
標

フレイル予防教室参加者の知識習得率アウトカム

32人フレイル予防教室参加者数

令和4年度
（計画策定時）

85.7%
フレイル予防教室参加者の知識習得率
(アンケートより)

・骨粗鬆症予防や誤嚥性肺炎予防の内容を明確に追加します。
・1クール2～3回のフレイル予防教室の複数クール開催を検討します。

方
向
性

48人フレイル予防教室参加者数

令和8年度
（中間評価年度）

目
標
値

100%
フレイル予防教室参加者の知識習得率
(アンケートより)

60人フレイル予防教室参加者数

令和11年度
（最終評価年度）

100%
フレイル予防教室参加者の知識習得率
(アンケートより)
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重複･多剤服薬者への保健指導医療費適正化事業

重複・多剤服薬者に通知の送付や保健指導を実施し、適正服薬についての啓発の取
組みを行うことで、医療費の適正化につなげます。

目的

計
画
の
概
要

・3か月連続して1か月に複数の医療機関から同じ効能効果を持つ医薬品を処方され
ている者
・3か月連続して1か月に複数の医療機関から10剤以上の処方がある者

対象者

適正服薬の啓発について記載した服薬情報通知を送付し、電話による保健指導を行
います。

方法

通知書送付件数アウトプット

評
価
指
標

改善率アウトカム

3件通知送付件数

令和4年度
（計画策定時）

50%改善率

・よりわかりやすい表現やレイアウトを用いた服薬情報通知を工夫します。
・医師会や薬剤師会と連携し、効果的な通知対象者を選定します。

方
向
性

90件通知送付件数

令和8年度
（中間評価年度）

目
標
値

65%改善率

90件通知送付件数

令和11年度
（最終評価年度）

75%改善率
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後発医薬品の普及促進事業医療費適正化事業

後発医薬品の情報提供を行うことにより、被保険者がより安価な後発医薬品を選
択できるように促すことで医療費の適正化を図る。

目的

計
画
の
概
要

処方された医薬品において後発医薬品に切り替えることにより250円以上の差額
が生じる者

対象者

①後発医薬品差額通知を送付する。
②広報誌や国民健康保険制度案内パンフレットに掲載することによる普及啓発

方法

通知書送付実人数(1回以上送付）アウトプット

評
価
指
標

後発医薬品利用率(数量ベース)アウトカム

3,494人通知書送付実人数(1回以上送付)

令和4年度
（計画策定時）

72.4%後発医薬品利用率(数量ベース)

・よりわかりやすい表現やレイアウトを用いた後発医薬品への切り替え勧奨差額通知を工夫し
ます。

・後発医薬品への理解を深める周知啓発を工夫します。
・調剤(院外処方)だけでなく医科外来(院内処方)対象者にも通知します。

方
向
性

前年度より減少通知書送付実人数(1回以上送付)

令和8年度
（中間評価年度）

目
標
値

77%後発医薬品利用率(数量ベース)

前年度より減少通知書送付実人数(1回以上送付)

令和11年度
（最終評価年度）

80%後発医薬品利用率(数量ベース)
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６.特定健康診査等の実施に関する事項

(1)目標

国では、市町村国保において、計画期間の最終年度である令和11年度までに特定健康

診査受診率60.0%以上、特定保健指導実施率60.0%以上、特定保健指導対象者の減少率

25.0%以上(平成20年度比)を達成することと示しています。

しかし、本市のこれまでの実績等を鑑みると、国の示す特定健康診査受診率、特定保

健指導実施率の目標値と大きな乖離があり、目標の達成には被保険者の意識･行動変容が

不可欠であることから短期で国の示す目標値を達成することは非常に困難な状態です。

国の示す目標値との大きな乖離を解消していくため、保険者としての取組の充実を図る

ことが重要です。令和11年度の最終目標値は、最大限に努力して近づけるための目標値

と位置付け、次のとおり計画期間中の目標値を設定します。

特定健康診査受診率の目標、及び対象者数の見込み

③受診者数(人)
(①×②)

②受診率①対象者数(人)

6,32545%14,054令和6年度

6,09046%13,237 令和7年度

5,86547%12,477令和8年度

5,67148% 11,814 令和9年度

5,49049%11,203 令和10年度

5,31250% 10,622 令和11年度

特定保健指導実施率の目標、及び対象者数の見込み
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実施率
積極的支援動機付け支援特定健診

受診者数 実施者数対象者数実施者数対象者数

15%322118254614,054令和6年度

16%372288854413,237 令和7年度

17%412389153112,477令和8年度

18%462539653011,814 令和9年度

19%502599951911,203 令和10年度

20%5527110351510,622 令和11年度



①対象者

実施年度中に40～74歳になる被保険者(実施年度中に75歳になる75歳未満の者も

含む)で、かつ、年度途中での加入･脱退等異動のない者を対象とします。ただし、

妊産婦、刑務所入所中、海外在住、長期入院等、厚生労働省告示で定める除外規

定に該当する者は対象者から除くものとします。

③実施項目

特定健康診査の実施項目は、以下のとおりです。

対象者全員に実施する｢基本的な項目｣に加え、医師が必要と判断した場合に実施す

る｢詳細な健診項目｣ 、市独自で対象者全員に実施する｢市独自の追加健診項目(河

内長野市内医療機関受診者のみ)｣に基づき実施します。
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④実施時期(期間)

5月から3月に実施します。

⑤案内方法

対象者に、特定健康診査受診券と受診案内を個別に発送します。また、広報や

ホームページ等で周知を図ります。

(2)特定健康診査

②実施方法･実施場所

河内長野市内の会場及び委託契約を結んだ医療機関等で実施します。



①対象者

国が定める｢特定保健指導対象者の選定基準｣に基づき、特定健康診査の結果を

踏まえ、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因数による階層化を行い、対象者を抽出

します。ただし、質問票により服薬中と判断された者は、医療機関における継続

的な医学的管理のもとでの指導が適当であるため、対象者から除くこととします。

また、65歳以上75歳未満の者については、動機付け支援のみ実施します。

⑤案内方法

対象者に対して、特定保健指導の利用案内を送付します。

④実施時期(期間)

4月から3月(通年)に実施します。
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③実施内容

保有するリスクの数に応じて階層化された保健指導対象者に対し、個々の生活

習慣の改善に主眼を置いた保健指導を実施します。第4期計画期間においては、特

定保健指導の質の向上、対象者の利便性の向上及び負担軽減を目的として、｢評価

体系の見直し(アウトカム評価の導入)｣、｢ICTを活用した特定保健指導の推進｣、

｢特定健診実施後の特定保健指導の早期初回面接実施の促進｣等が国の指針として

示されています。これらを踏まえ、保健指導の効果的･効率的な実施に努めるもの

とします。

②実施方法･実施場所

河内長野市内の会場及び委託契約を結んだ医療機関等で実施します。

(3)特定保健指導
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